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いじめ重大事態発生時の対応の流れ
                                                                                                     丹波市立和田小学校

※ 重大事態とは

① 生命、心身、または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき

② 相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

※ 児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあったときは、

重大事案が発生したものとして報告・調査に当たる。
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